
５．今後の取組み 

５.１ 整備の進め方 

（１）基本的な考え方 

世田谷区が管理するネットワーク路線については、既設の路線（延長約 150 ㎞）から優

先的に整備すべき路線（以下、「優先整備路線」という。）を選定し、効果的かつ効率的に

自転車通行空間の整備を進める。優先整備路線の整備は平成 36 年度までとし、全路線の

整備は平成 37 年度以降の早期に完了を目指す。 
整備に際しては、自転車通行空間の整備効果を十分に発揮させるために、なるべく断片

的な整備は行わず、できるかぎり連続的に整備を進める。 
なお、近い将来、道路の新設や改修工事を予定している路線については、コスト縮減の

観点から、その工事の際に自転車通行空間の整備を行う。 
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（２）優先整備路線 

 優先整備路線は次の基準により選定する。優先整備路線を図 5-2 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

優先整備路線の選定基準 

1. 駅周辺の路線 

駅周辺の路線は通勤・通学や買物などで自転車利用が多く、自転車関与事

故も多く発生している。自転車通行空間の整備により、通行ルールの効果的

な周知・啓発、事故の抑制が期待できる。駐輪場のある駅を中心とした半径

500ｍのエリア内を目安に路線を選定する。 

2. 自転車関与事故の多い路線 

上記１に該当する路線以外で、特に自転車関与事故が多く、早急に対策が

必要な路線を選定する。 

3. 連続性を確保するための路線 

自転車は通勤などの目的で中・長距離の移動にも利用されているため、で

きるだけ連続した自転車通行空間を整備することが望ましい。連続性の確保

のため、上記１・２の路線を繋ぐ路線や国道・都道へ繋がる路線を選定する。 

図 5-1 整備スケジュール 

優先整備路線の整備 

道路の新設・改修工事を行う路線の整備 

その他の路線の整備 
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（３）ネットワーク路線以外の路線 

 自転車通行空間はネットワーク路線を対象に整備することを原則とするが、ネットワー

ク路線以外の路線において、区民などから整備要望があり、現場状況などを把握した上で

整備の必要性が高いと判断される場合は、整備を行う。 

 なお、これらの路線の整備形態の選定は「４.２ 整備形態の選定方法」によるものとし、

整備した路線については、本計画の改定時にネットワーク路線に指定し、既定のネットワ

ークと一体化する。 

 

（４）計画の改定 

 駐輪場の新設などによる自転車が利用する路線の変化、自転車関与事故の発生箇所・件

数の変化、区民からの整備要望、せたがや道づくりプランの見直し、新たな道路計画の策

定（東京外かく環状道路ジャンクション周辺など）、オリンピック・パラリンピックの動

向、自転車関連の法令改正などにより、ネットワーク路線や整備形態の見直しが必要にな

った際は、適宜、本計画を改定する。 

 

 

５.２ 関係機関との連携 

（１）国道・都道・隣接自治体における自転車通行空間整備 

 国道と都道は、自転車ネットワークの骨格となる路線であり、自転車交通量や自転車関

与事故の件数も多いため、自転車通行空間の整備が不可欠である。今後も各道路管理者に

自転車通行空間の整備を働きかけ、連続した自転車ネットワークの形成を図る。 
 区内だけでなく、隣接する自治体とも連続した自転車ネットワークを形成するため、渋

谷区・目黒区・大田区・杉並区・三鷹市・調布市・狛江市の各自治体と連携を図る。 
 
（２）交通管理者との連携 

 自転車通行空間の整備形態の選定にあたっては、交通管理者と十分協議し、各現場状況

に適した整備形態を採用する。自転車専用通行帯や自転車走行位置表示（自転車ナビマー

ク）については、交通管理者と連携して整備を進める。 
 自転車通行空間の整備後においては、自動車の駐停車が自転車の安全な通行の支障とな

るため、交通管理者と連携して対策を図る。 
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５.３ 関連する施策 

（１）「世田谷区サイクルマップ」の更新と充実 

 総合計画の施策の一つである「自転車関連情報の受発信の充実」における取組みとして、

区の観光スポットやレンタサイクルポート、自転車通行空間の整備路線などの情報を掲載

した「世田谷区サイクルマップ」を平成 25 年 3 月に発行した。将来、ネットワーク路線

において自転車通行空間の整備が完了した際には、ネットワーク路線を利用した観光ルー

トを掲載するなど、マップの充実を図る。図 5-4 に観光ルートのイメージを示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 世田谷区サイクルマップ 
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５.４ 課題 

（１）利用環境・ルール検討路線の対策 

 利用環境・ルール検討路線（図 4-10）については、路線毎の交通状況などを考慮し、

交通管理者などの関係機関や地域住民と連携しながら、具体的な対策を検討・実施する。

対策の例としては、看板や路面表示による「歩行者優先」や「徐行」、「押し歩き」などの

啓発が考えられる。 

 

（２）自転車と歩行者が混在する路線の対応 

 ネットワーク路線の選定対象とした、河川管理用通路、多摩川の青少年サイクリングコ

ース（資料編「３．参考資料（２）」参照）、一部の緑道、水路を埋め戻し自転車歩行者道

とした路線などは、自転車と歩行者が混在する路線となっており、これらの路線の一部で

は、自転車と歩行者の錯綜が見られる。 

また、小田急線（代々木上原駅～梅ヶ丘駅間）の地下化に伴い整備する地上部の通路（以

下、「小田急上部通路」という。）や、多摩川河川敷の散策路（緊急用河川敷道路の一部）

など、今後、自転車と歩行者の通路として新たに整備される路線もある。小田急上部通路

は、下北沢駅近傍に整備する予定の駐輪場に向かう通路となる可能性があるため、朝の通

勤時間帯などにおいて、自転車と歩行者が錯綜することが懸念される。 

歩行者の安全確保のため、これら自転車と歩行者が混在する路線における自転車通行の

あり方について、継続的な研究・検討を進める必要がある。 
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